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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つのＥＵＶ光源（３）と、
　前記ＥＵＶ光源（３）の、又は前記ＥＵＶ光源（３）の中間像の一つの強度変動又は位
置変化を測定する開口絞り及びセンサ装置（１）と、
を備えたＥＵＶ照明システムにおいて、
　前記開口絞り及びセンサ装置（１）は、開口絞り（２．１）とＥＵＶ位置センサ（２．
３）とを有し、
　前記開口絞り及びセンサ装置（１）は、前記開口絞り（２．１）が前記ＥＵＶ光源（３
）から発せられる照射、又はその中間像（７）の一つからの照射の所定の立体角範囲が前
記ＥＵＶ位置センサ（２．３）に当たるように配置され、前記開口絞り（２．１）は、前
記ＥＵＶ光源（３）又は中間像（７）と前記ＥＵＶ位置センサ（２．３）との間に位置し
、
　前記開口絞り及びセンサ装置（１）が、光軸に沿って方向付けられた第１の開口絞り及
びセンサ装置（１．１）と前記光軸に対して角度（β）を形成するように方向付けられた
第２の開口絞り及びセンサ装置（１．２）とを有し、
　前記第１の開口絞り及びセンサ装置（１．１）が前記ＥＵＶ光源（３）を観察し、前記
第２の開口絞り及びセンサ装置（１．２）が前記ＥＵＶ光源（３）の中間像（７）を観察
する、ＥＵＶ照明システム。
【請求項２】
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　前記開口絞り及びセンサ装置（１）が、ピンホールカメラの原理に従って設計される、
請求項１記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項３】
　前記ＥＵＶ光源を観察する前記第１の開口絞り及びセンサ装置（１．１）が光軸（１１
）に沿って方向付けられている、請求項１から請求項２迄の何れかに記載のＥＵＶ照明シ
ステム。
【請求項４】
　前記ＥＵＶ光源を観察する前記第１の開口絞り及びセンサ装置（１．１）が光軸に対し
て角度（β）を形成するように方向付けられている、請求項１から請求項３迄の何れかに
記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項５】
　少なくとも一つの開口絞り及びセンサ装置（１）が前記ＥＵＶ光源（３）からの光を集
光器鏡の通過開口（５．２）によって受光する、請求項１から請求項４迄の何れかに記載
のＥＵＶ照明システム。
【請求項６】
　集光器鏡の通過開口（５．２）は、前記開口絞り及びセンサ装置の開口絞り開口（２．
１）として機能する、請求項５記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項７】
　集光器（５）を備え、少なくとも一つの開口絞り及びセンサ装置（１）が前記ＥＵＶ光
源（３）を観察し、更に、結像光の光束が前記集光器（５）の鏡面（３８）で少なくとも
一回反射する、請求項１から請求項６迄の何れかに記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項８】
　前記ＥＵＶ光源（３）の中間像（７）を観察する前記第２の開口絞り及びセンサ装置（
１．２）が光軸（１１）に沿って方向付けられている、請求項１から請求項２迄の何れか
に記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項９】
　前記ＥＵＶ光源（３）の中間像（７）を観察する前記第２の開口絞り及びセンサ装置（
１．２）が光軸（１１）に対して角度（β）を形成するように方向付けられている、請求
項１から請求項３までの何れかに記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項１０】
　前記開口絞り及びセンサ装置（１）が、ＥＵＶ範囲の波長の外側の不要な波長を除去す
るように機能するスペクトルフィルタ要素（２．２）を有する、請求項１から請求項９迄
の何れかに記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項１１】
　前記スペクトルフィルタ要素（２．２）がホイル（ｆｏｉｌ）フィルタである、請求項
１０記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項１２】
　前記ホイルフィルタがジルコニウムを含有する、請求項１１記載のＥＵＶ照明システム
。
【請求項１３】
　前記スペクトルフィルタ要素（２．２）がスペクトル格子フィルタ又は多層鏡を含む、
請求項１０記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項１４】
　前記開口絞り及びセンサ装置が荷電粒子を偏向する装置を有する、請求項１から請求項
１３迄の何れかに記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項１５】
　前記開口絞り及びセンサ装置（１）が、単一のセンサフィールド、又は、列又は行列の
形状に配置された複数のセンサフィールドを有する、好ましくは四分円検出器として構成
される、ＥＵＶ位置センサ（２．３）を含む、請求項１から請求項１４迄の何れかに記載
のＥＵＶ照明システム。
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【請求項１６】
　前記ＥＵＶ位置センサ（２．３）のセンサフィールドが、ＥＵＶ感応ダイオード又は蛍
光スクリーンとカメラの組み合わせ、又は多チャンネルプレートを含む、請求項１５記載
のＥＵＶ照明システム。
【請求項１７】
　前記ＥＵＶ位置センサ（２．３）が、放射される光電子又は光電流に基づいて入射する
ＥＵＶ照明の重心を決定するセンサフィールドを含む、請求項１５記載のＥＵＶ照明シス
テム。
【請求項１８】
　前記開口絞り及びセンサ装置が、開口絞り開口（２．１）とＥＵＶ位置センサ（２．３
）の間の光束を偏光する反射光学部材を有する、請求項１、請求項１０から請求項１３迄
の何れかに記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項１９】
　異なる視野方向から同一の光源（３）又は光源（３）の同一の中間像を観察する少なく
とも二つの開口絞り及びセンサ装置（１）が一体の装置として構成され、開口絞り（２．
１）とＥＵＶ位置センサ（２．３）が開口絞り及びセンサ装置（２．１）の各々に専用で
ある、請求項１から請求項１８迄の何れかに記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項２０】
　前記一体の装置の個々の開口絞り及び位置センサ装置（１）のＥＵＶ位置センサが隣接
する、請求項１９記載のＥＵＶ照明システム。
【請求項２１】
　前記ＥＵＶ光源（３）がプラズマ光源である、請求項１から請求項２０迄の何れかに記
載のＥＵＶ照明システム。
【請求項２２】
　集光器（５）と、
　集光器の光学素子、又は該集光器の光学素子に続く反射光学部材の動き又は変形を捕捉
する測定システムを備えた、請求項１から請求項２１迄の何れかに記載のＥＵＶ照明シス
テム。
【請求項２３】
　請求項１から請求項２２迄の何れかに記載の照明システムと、マスクと、投影対物光学
系（２６）と、担持システムに搭載した感光性物体、特にウェーハと、を備えたマイクロ
リソグラフィー用投影露光装置。
【請求項２４】
　請求項２３記載の投影露光装置を用いて、マイクロ電子部品、特に、半導体チップを製
造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＥＵＶ光源の位置と、波長が１９３ｎｍ以下、特にＥＵＶリソグラフィー用
の照明システムの光路で続く集光器システムの焦点の位置とを決定し、補正する測定手段
を備えた、ＥＵＶ（ｅｘｔｒｅｍｅ　ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ）照明システムに関する。
更に、本発明は、同様の目的を達成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明システムで使用する好ましい測定手段は、開口絞り及びセンサ装置である。特に、
サブミクロンの範囲で、電子部品の構造的幅を一層削減するためには、マイクロリソグラ
フィー処理で使用する光の波長をする必要がある。例えば、１９３ｎｍを下回る波長では
、ソフトＸ線を用いるリソグラフィー、いわゆるＥＵＶリソグラフィーは、考えられる解
決策を提供する。１１～１４ｎｍ、特に好ましくは１３．５ｎｍの波長λは、例えば、シ
ンクロトン放射源から生成できる。しかしながら、シンクロトン放射源は、技術的に極め
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て複雑な装置を必要とするという課題がある。代替のＥＵＶ光源は、プラズマを、例えば
、レーザビームを金属プレートに収束させて生成する、レーザプラズマ光源である。また
、ＥＵＶ光源として、プラズマ光源を直接電源に近接させる、プラズマ放電源も使用でき
る。シンクロトン放射源と比較して、ＥＵＶプラズマ光源は、投資コストを大幅に削減で
きる点が異なる。一方で、ＥＵＶプラズマ光源には、潜在的に不安定であり、光源パワー
が変動するという課題がある。更に、熱効果によって、プラズマ光源の光源点は移動する
。
【０００３】
　プラズマからの照射は、ＥＵＶ範囲の有用な光子のみではなく、波長の長い光、金属プ
レート又は電極の物質粒子（ｍａｔｅｒｉａｌ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ）も含むので、続く
光学システムの部材、特に、集光器と第１の多層鏡は高い汚染のリスクに曝される。更に
、集光器の光学システムは、動作時に熱に曝され、温度勾配の効果によって、変形するこ
とがあるため、その焦点距離は変化する。プラズマ光源は光源点が移動することに加え、
上述の要因は、照明システムのフィールド面のフィールドが不均一に照明される原因とな
る。更に、この結果として、テレセン度（ｔｅｌｅｃｅｎｔｒｉｃｉｔｙ）誤差の変動、
及び吸収光パワー、いわゆる照射量誤差の強い変動が生じる可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、プラズマ光源を備えたＥＵＶ照明システムが上述の課題について何も解
決していないことが、以下の出版物に記載されている。
【０００５】
　ＥＵＶ照射を用いたリソグラフィー装置用のＥＵＶ照明システムについて、米国特許第
５，３３９，３４６号に開示されている。レチクル面を均一に照明して、瞳を満たすため
、米国特許第５，３３９，３４６号は、対称に配置した組として構成される少なくとも４
つの鏡ファセットを有する、集光器レンズとして設計した光学コンデンサを提案している
。
【０００６】
　球面鏡によって照射するマスク又はレチクルに均一な照明を実現した、コンデンサ鏡を
有するプラズマ光源を用いた照明システムが、米国特許第５，７３７，１３７号に示され
ている。この照明システムは、臨界照明を用いた照明システムを表す。
【０００７】
　米国特許第５，３６１，２９２号に示す照明システムは、プラズマ光源を具備している
。点形状光源の像として、中心を外れて配置された５つの球面鏡を有するコンデンサは、
鏡形状に照射される領域を生成する。斜入射鏡を続く光路上に特殊に配列することによっ
て、環状の被照射領域が入射瞳に投影される。
【０００８】
　同様に、シンクロトン照射をＥＵＶ光源として使用する場合にも、フィールド照明は、
既に説明した、集光器光学素子及び直後の反射光学部材で生じる熱の効果によって、時間
と空間の両方にわたって依然として変動する。しかしながら、この効果はプラズマ光源に
おいて特に顕著である。この種のＥＵＶ照明システムは、ＥＵＶ光源から生じる照射をモ
ニタし、続く反射光学システムで集光し、基準点から偏差がある場合は、光源の位置を適
切に合わせる必要がある。或いは、光源自体を合わせる代わりに、光源の像の位置を、例
えば、光学部材によって合わせてもよい。
【０００９】
　位置毎に光電流又は光電子を測定するＥＵＶ光ダイオードアレイ又はセンサなどの、空
間解像度を有するＥＵＶセンサを、二次元ＥＵＶ光ダイオード位置のモニタに使用する場
合、センサの物理的な寸法のため、測定に使用するセンサが光路の一部を遮断して、応分
の使用可能な照明強度が減少するという問題が生じる。この問題は、測定システムを不連
続的に動作させて、照明システムの通常動作時に光路から取り外すことによって、解決す
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ることができる。しかしながら、これは、構造が高価となり、調整が困難である。更に、
この構成では、ＥＵＶ光源の光源位置のサーボ制御によって連続的な調整ができない、又
は、集光器光学素子の調整ができない。
【００１０】
　光路上に従来の二次元センサを用いた場合、更に、光源の光源点の位置を間接的にしか
決定できないため、照明光束の部分領域の強度プロファイルの測定では不正確になるとい
う問題がある。
【００１１】
　米国出願第２００３／０１４６３９１号に、プラズマ光源の照射光パワーをモニタする
検出器を照明光路とは異なる検出器光路に設けたものが提案されている。この構成では、
可能な限り正確にシミュレートするため、検出器光路のエタンデュ（集光パワー）を照明
光路と一致させている。しかしながら、米国出願第２００３／０１４６３９１号に開示さ
れたものは、独立した光路における照射光パワーの測定がそれ自体十分に正確ではないた
め、像面の像に、上述の誤差、即ち、不均一な照射フィールド、テレセン度誤差、照射量
誤差の発生を防止するものではない。
【００１２】
　日本国出願第ＪＰ６３－０７２１１６号に、Ｘ線で近接露光するための吸収性マスクか
ら生じる二次電子を測定するものが開示されている。しかしながら、空間解像度をもった
測定、照射量誤差の測定、又は光学部材の汚染の測定の可能性については提案していない
。
【００１３】
　シンクロトン照射用の鏡の汚染の度合いをモニタする方法については、日本国出願第Ｊ
Ｐ０５－２８８６９６号に開示されている。この方法では、鏡面全体にわたる光起電電流
の積分値を測定するため、照射強度の空間的な分布に関する情報は得られない。
【００１４】
　本発明は、従来技術の問題を解決することを目的とする。特に、有効利用する波長にお
いて、ＥＵＶ光源、特に、ＥＵＶプラズマ光源の光源パワー及び光源位置を十分な精度を
持って測定することができる測定手段を備えたＥＵＶ照明システムを提供する。測定手段
が除去する照明強度の部分については、可能な限り小さく保つ。測定手段は、更に、後方
に配置した集光光学系の焦点位置の変化を検出する必要がある。本発明は更に、フィール
ド面のフィールドに均一な照明を得られるように適切にＥＵＶ光源の位置合わせ、及び集
光器光学素子の調整を行うことを可能とする、ＥＵＶ光源をモニタする方法を提案するこ
とを目的とする。更に、測定手段及び補正方法は、有効利用する範囲、即ち、ＥＵＶ照明
システムで捕捉して利用する、有効利用する波長で照射の絶対流（ａｂｓｏｌｕｔｅ　ｆ
ｌｏｗ）を測定する機能を有する。ここで、「有効利用する波長」とは投影露光装置によ
って、例えば、構造形成マスクの像を、感光性被膜に生成するために使用する波長を意味
する。例えば、ＥＵＶリソグラフィー用に有効利用する波長又は有効利用する波長の範囲
は、１３．５ｎｍの領域であるが、この値に限定されるものではない。有効利用する波長
として、他の波長も同様に可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　有効利用する波長の調整に対して、米国特許第６，７２７，９８０号には、ＥＵＶ光源
の調整を、画像処理に用いる波長とは異なる波長、例えば、可視光で行うものが開示され
ている。
【００１６】
　発明者は、上述の本発明の目的を達成するためには、ＥＵＶ光源又は続くその中間像の
一つを直接観察することが必要であると考えた。しかしながら、センサを光源点に密接し
て配置することは、その場所に存在するための条件から不可能である。更にこれは、掩蔽
によって大幅な照明強度の減少を招く可能性がある。これに代わって、発明者は、ピンホ
ールカメラの原理に従って機能する開口絞り及びセンサ装置によって、位置の変化を極め
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て簡単に検出できるＥＵＶ光源の像を生成できることを発見した。代替として、或いは付
加的に、ＥＵＶ光源自体を観察する代わりに、ＥＵＶ光源の一以上の中間像を観測するこ
とができる。ＥＵＶ光源の像が移動して基準位置から離れた場合、ＥＵＶ光源自体の位置
が変化したと直接結論付けることができる。更に、ＥＵＶ光源の光源パワーを像の照明強
度から測定することができる。本発明の装置及び方法によると、（広帯域スペクトルの波
長の光を照射する）ＥＵＶ光源の光源パワー及び／又は光源位置を、投影露光装置で使用
する、有効利用する波長又は有効利用する波長範囲で検出することができる。
【００１７】
　例えば、米国特許第６，７２７，９８０号の最新の解決方法では、調整に使用した波長
が有効利用する波長ではないことが明記されている。むしろ、使用した光はＥＵＶ光源か
ら照射される可視光であり、有効利用する波長とは異なる波長であった。
【００１８】
　ここで、「開口絞り及びセンサ装置」とは、少なくとも一つの開口絞りとＥＵＶ位置セ
ンサを備えた測定装置を意味する。開口絞りは、測定する物体、この場合、ＥＵＶ光源又
はその中間像の一つ、と位置センサとの間に位置し、本用途では、ＥＵＶ位置センサはＥ
ＵＶ照射を感知する。開口絞りの効果によって、物点から発せられて位置センサに当たる
照射は通常、小さい立体角に制限される。焦点は結ばれない。その代わり、必要とする有
限の開口絞りの径のため、各物点から発せられる光は、中央投射又は中央投影の法則に従
って、その像として錯乱円を形成する。投影する物体、開口絞りの開口、物体距離とカメ
ラの設計上の長さとの比率が十分に小さければ、投影は錯乱円の大きさを制限し、ピンホ
ールカメラの原理に従って、所定の不鮮明さを有する物体の像が形成される。開口絞り及
びセンサ装置を用いてＥＵＶ光源、又はその中間像の一つを観察する本発明によると、例
えば、ＥＵＶ位置センサを用いるので、実際には像を撮影しない。このため、開口絞り及
びセンサ装置の基本的なパラメータ、即ち、物体距離、開口絞りの径、設計上の長さ、セ
ンサ解像度は、ＥＵＶ光源の光源点の動きの所望の空間解像度、及び物体の寸法から選択
する。即ち、この選択は上述の条件からの逸脱である。
【００１９】
　本発明の概念を拡張すると、異なる視野角から光源を観察するために２以上の開口絞り
及びセンサ装置を用いる。これによって、基準位置からの水平（ｌａｔｅｒａｌ）方向と
垂直（ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ）方向の偏差を検出することができる。最小開口数を下
回るＥＵＶ光源の光は集光しない集光器を用いる場合、少なくとも一つ、好ましくは少な
くとも二つの開口絞り及びセンサ装置をこの未使用のスペースに配置することができる。
スペースの制限からこれができない場合、一つ又は複数の開口絞りセンサ装置を、未使用
の部分光線を用いて光源の像を生成するように配置することができる。
【００２０】
　集光器光学素子又は集光器の後方の反射光学システムの部材を介した通過開口の設計で
は、開口絞り及びセンサ装置を通常、反射光学面によって掩蔽される後方の領域に配置す
ることができる。
【００２１】
　上述の構成は、開口絞り及びセンサ装置による中間像の観察にも同様に応用できる。発
明者は、ＥＵＶ光源の位置変化及び集光器光学素子の変化の効果が中間像の動きに現れる
ことを発見した。この組み合わせがＥＵＶ照明システムによって取り込まれた実際の光量
となるので、中間像の観察に基づいて、ＥＵＶ光源の光源点又は下方の集光器光学素子、
又はその部分を効果的に補正することができる。
【００２２】
　ＥＵＶ光源及びその中間像の少なくとも一つを開口絞り及びセンサ装置を介して観察す
ることは特に有利である。これによって、ＥＵＶ光源の動きを焦点距離の変化とは分離す
ることができる。更に、光源強度の変動を、例えば、ＥＵＶ光源に続く光学部材の汚染又
は劣化と区別することができる。
【００２３】
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　開口絞り及びセンサ装置に加えて、照射の効果によって生成した光電子電流を少なくと
も一つの鏡で空間解像度をもって測定することができる。このために使用するセンサ要素
は、同一の接地電位を共有する個々の電極からなる陽極環を含む。電極の光電子電流を比
較することによって、鏡面に当たる照射の重心を決定することができる。更に、電極の光
電子電流の合計が、照射強度全体の測定値を表す。上記のセンサ要素は、光線パターンの
調整、及び光源点の位置、光路で後方に続く光学部材の焦点距離の測定のためにも同様に
用いることができる。ここで、センサ要素の他にも、上述の開口絞り及びセンサ装置を追
加的に用いて、組み合わせて使用することが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明について以下、様々な例を用いて図面を参照しながら説明する。
【００２５】
　図１は、集光光学系５．１と比較して寸法の小さいＥＵＶ光源３の概略図である。この
種の光源３として、例えば、レーザビームを金属プレートに照射して生じるプラズマを用
いることができる。或いは、この種のＥＵＶ発光プラズマは、放電の際に電極の近傍で生
成される。図１に示す座標系では、図面の面はｘ軸とｙ軸を含む。ＥＵＶ光源３は、その
基準点の外側である位置３．１に位置する。図１に示されるように、この位置は、第１の
開口絞り及びセンサ装置１．１によって、特に有効利用する波長で観察される。この開口
絞り及びセンサ装置１．１は、集光シェル５．１の外形によって極めて簡略に表される集
光器の中央に位置する。集光器の種類については、出願人によってドイツ特許庁に出願さ
れ、その内容が参照により本明細書に組み込まれる、ドイツ出願第ＤＥ１０１３８２８４
Ａｌ号を参照されたい。開口絞り及びセンサ装置は、更に、ｚ軸の方向に延在する集光器
の光軸１１に沿って配置されている。この構成によって、第１の開口絞り及びセンサ装置
１．１は、ＥＵＶ光源３の像を位置検出器に生成する。
【００２６】
　ＥＵＶ光源の水平方向の動き、即ち、基準位置からｘ方向、又は、図面の面に対して垂
直なｙ方向への偏差は変換されて、開口絞り及びセンサ装置１．１の位置検出器２．３の
像の基準位置からの偏差となり、中央投射又は中央投影の法則に従って、この偏差は図１
のｚ２、ｚ１の長さの比率に一致する。位置検出器の像の偏差を測定することによって、
光源の基準位置及び開口絞り及びセンサ装置の開口絞りの中心点によって画定される軸に
対して垂直方向の光源の位置の偏差を測定することができる。この場合、後者の軸はｚ軸
である。従って、集光器の中央に位置するセンサは部は、ｘ軸及びｙ軸に対する光源の位
置を測定することができる。ＥＵＶ光源のその基準位置からの偏差の距離、及び集光シェ
ル５．１の焦点距離の変化は、ＥＵＶ光源の中間像７を測定する第２の開口絞り及びセン
サ装置１．２によって測定する。開口絞り及びセンサ装置は光軸に対して角度βを形成し
て配置されているので、その基準位置から中間像７の水平方向及び垂直方向の偏差を測定
することができる。
【００２７】
　図２に、開口絞り及びセンサ装置をＥＵＶ投影システムの内部に取り付ける、異なる取
り付け位置を概略的に例示する。ＥＵＶ光源３、代表的にはプラズマ光源から、射出され
た光は、例えば、ｉ入れ子型集光器として構成できる、集光器５によって集光される。第
１の開口絞り及びセンサ装置１．１は、集光器の最小開口を下回る未使用のスペースに配
置する。この開口絞り及びセンサ装置は、集光器の内部に配置するか、或いは、後者とと
もに一体の装置として設計できる。好ましくは、第１の開口絞り及びセンサ装置１．１は
、集光器の光軸に沿った方向に配置する。
【００２８】
　例えば、集光器が非対称の形状であるために、集光器５の内部に光軸を画定することが
できない場合、集光器を個々の部位に細かく分割して、それぞれの部位について光軸を画
定することができる。ＥＵＶ光源を直接観察する第１の開口絞り及びセンサ装置１．１は
、これらの軸の中間に沿って配置することができる。更に、ＥＵＶ光源３の近傍の開口絞
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りセンサ装置１．１は、必要とする中央掩蔽部としても同時に機能できるように構成でき
る。
【００２９】
　これらの可能性の他にも、本発明による上述の測定手段、並びに測定及び補正方法は、
光を同一のＥＵＶ照明システムに導く複数のＥＵＶ光源のモニタ及び補正にも使用するこ
とができる。
【００３０】
　図２に、少なくとも一回は集光器光学素子に反射する光線の方向に位置する更なる開口
絞り及びセンサ装置１．２、１．３を示す。図示の構成では、開口絞り及びセンサ装置１
．２は、反射型光学素子の後方に位置し、開口絞り及びセンサ装置１．３は、ＥＵＶ光源
３を集光シェルの開口５．２を介して観察する。このようにして開口絞り及びセンサ装置
１．３は、集光器の後方の側の位置を占める。更に、開口絞り及びセンサ装置１．４をス
ペクトル格子フィルタ１９などの更なる光学素子の側方に配設できる。更に、第１の中間
像７．１を観察する開口絞り及びセンサ装置１．５を設けることができる。同様に、更な
る中間像、例えば、第２の中間像７．２を更なる開口絞り及びセンサ装置１．６の手段に
よって観察できる。
【００３１】
　図示の可能な実施の形態のＥＵＶ投影システムは、環状フィールドを有するフィールド
面２２を形成して照射するように働く光学システムを更なる構成として有する。フィール
ドを均一に照明するための混合部として、光学システムは、２つのファセット鏡部２９．
１、２９．２、２つの結像鏡部３０．１、３０．２、及びフィールド形成斜入射鏡部３２
とを含む。
【００３２】
　第１のファセット鏡部２９．１、いわゆるフィールドファセット鏡部は、第２のファセ
ット鏡部２９．２、いわゆる瞳ファセット鏡部の面の中又は近傍に複数の二次光源を生成
する。続く結像光学素子は、照明システムの射出瞳に瞳ファセット鏡部２９．２の像を形
成する。射出瞳は投影対物光学系２６の入射瞳に位置する。第１のファセット鏡部２９．
１及び第２のファセット鏡部２９．２の個々のファセットは、第１のファセット鏡部２９
．１の個々のフィールドファセットの像が照明システムのフィールド面２２で重なるよう
に角度をなして傾いているので、フィールド面２２に位置する構造形成マスクに均一性の
高い照明を照射することができる。環状フィールドの部位は、フィールド形成斜入射鏡部
３２によってその形状を与えられる。
【００３３】
　二重ファセット照明システムは、米国特許第６，１９８，７９３Ｂ号に開示されており
、結像及びフィールド形成部品は、米国出願第１０／０６０，９０９号として米国特許庁
に出願された国際出願第ＷＯ０１／０９６８１号に開示されている。これらの内容は参照
により本明細書に全体が包含される。
【００３４】
　フィールド面２２に配置される、レチクルとも呼ばれる構造形成マスクの像は、投影対
物光学系２６によってフィールド面２２の像面２８に投影される。投影対物光学系２６は
、例えば、本出願人によって２０００年１２月１３日に米国特許庁に出願された、米国特
許出願第６０／２５５２１４、又は出願番号ドイツ特許出願ＤＥ１００３７８７０Ａにも
開示された６反射鏡投影対物光学系であり、これらの内容は参照によって本明細書に全体
が包含される。露光する物体、例えばウェーハは、像面２８に配置する。
【００３５】
　図３は、集光シェル５．１を有する入れ子型集光器の軸方向断面図である。一例として
、集光シェル５．１は３つ図示している。代替の実施の形態の集光器は双曲面及び／又は
楕円面形状の鏡を含み、ヴォルター（Ｗｏｌｔｅｒ）光学系として文献にも記載されてい
る。ヴォルター（Ｗｏｌｔｅｒ）光学系の内容については、参照により本明細書に全体が
包含される、Ｗｏｌｔｅｒ，　Ａｎｎａｌｅｎ　ｄｅｒ　Ｐｈｙｓｉｋ１０，９４－１１
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４，１９５２などの文献を参照されたい。この種の集光器では、ほぼ点形状の光源から射
出される光が所定の最小開口数のみを上回って集光される。このため、開口絞り及びセン
サ装置１を含む本発明の測定システムを、この最小開口数を下回る立体角内で未使用のス
ペースに光損失を発生させずに配置することができる。
【００３６】
　開口絞り及びセンサ装置の結像の原理について図４を参照して説明する。ここでは、開
口絞り及びセンサ装置自体を参照記号１で表す。開口絞りの開口が、理想的には、点形状
とみなせるように小さいとした場合、物体、この場合は光源３などの像４が、結像光束の
軸に対してほぼ垂直に延在する何れかの面に形成される。倍率は、開口絞り２．１と像面
との間の距離として定義される設計上の長さＺ２に対する開口絞り及びセンサ装置と物体
との間隔Ｚ１との比率を調整して設定できる。
【００３７】
　更に、図４は、基準位置から外れたＥＵＶ光源の二つの位置３．１、３．２を示す。位
置３．１、３．２は二つとも、同一の光線上にあるので、お互いに中心点が一致する像を
生成する。これは、開口絞り及びセンサ装置が、開口絞りセンサ装置の座標系に対してＥ
ＵＶ光源の位置の水平方向の偏差を測定するために好適であることを示している。有限次
元（ｆｉｎｉｔｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）の光源の場合、垂直方向の変位は、開口絞り及
びセンサ装置の像の大きさの変化を生じる。一実施の形態では、十分に正確な空間解像度
を有するＥＵＶ位置センサを用いて、この種の大きさの変化を検出する。しかしながら、
少なくとも二つの開口絞り及びセンサ装置がＥＵＶ光源を観察する、或いは、異なる視野
方向からのその中間像の一つを同様に観察する、実施の形態が好ましい。
【００３８】
　有限次元の実在の開口絞りの開口では、検出器の面に投影される開口絞りの領域に対応
する検出器の光源の像が不鮮明になる。しかしながら、ほぼ対称な光源の像の重心の位置
は、対称な開口絞りの機能によって不鮮明さによる影響を受けずに保たれるため、この不
鮮明さは対称となり、不鮮明さにより生じる測定精度の低下はないか、無視できる程度に
小さくなる。
【００３９】
　開口絞りの開口については、透過するパワーの量と、検出器のサイズとの間で妥協をす
る必要がある。開口絞りの開口は、一方では、センサを過剰に露光してセンサが飽和する
ことのないように、小さく選択する必要がある。しかしながら他方では、ＥＵＶ光源の位
置を測定するために十分な光強度をＥＵＶ位置センサに与えるため、開口絞りの開口を十
分に大きく選択する必要もある。これは、特に、ＥＵＶ光源の位置の偏差を迅速に測定す
る場合に必要である。
【００４０】
　物体距離の代表的な値を１５０ｍｍとし、ＥＵＶ位置センサで容易に実現可能な解像度
を０．１ｍｍとすると、設計上の長さはＺ２≧９０ｍｍと選択することが有利である。
【００４１】
　ＥＵＶ光源の光源位置を測定するために用いる開口絞り及びセンサ装置は、位置検出器
２．３を含む。位置検出器２．３は、ＥＵＶ光源の像が基準の像位置から離れる量を測定
するように機能する。最も単純なケースでは、この目的のため、光ダイオードによる一つ
のセンサ要素を用いる。しかしながら、これは、基本的には、１バイナリビットの情報、
即ち、ＥＵＶ光源の位置光源のその基準位置からの偏差が、像がセンサフィールドの内部
に依然としてとどまる程度に小さいか否かしか伝達しない。更なる情報は、一列、好まし
くは行列の形状、更に好ましくは、四分円状検出器を構成する複数の光ダイオードからな
るセンサから送出される。光源位置の偏差は、個々のセンサフィールドの信号の相対的な
大きさから測定できる。一例として、この種の四分円状検出器４４を図９に、基準を表す
ｘ／ｙ座標系で示す。個々のセンサフィールドＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄのそれぞれの強度信号から
、センサ面の水平方向の偏差を以下のように求める。
　　　　　　　ΔＸ’＝［（Ｂ＋Ｄ）－（Ａ＋Ｃ）］／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
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　　　　　　　ΔＹ’＝［（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）］／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
　センサフィールド全体の合計から、較正後の、光源から照射されるパワーの合計量を決
定することができる。これは特に、光源のパワーの変動が発生する可能性のある、プラズ
マ光源では重要である。
【００４２】
　本発明の開口絞り及びセンサ装置を、ＥＵＶ光源、又はその中間像の一つの位置変化の
測定に用いるので、従来のピンホールカメラとは異なり、実像を写す必要がないため、蛍
光スクリーンとカメラとセンサを組み合わせたセンサは必要なく、ただ、有限の数のセン
サ要素を有するＥＵＶ位置センサのみを用いるだけでよい。特に、四分円状検出器が好ま
しい。しかしながら、像センサは、センサとして、可能な代替を表す。更に、ＥＵＶ位置
センサ２．３を、入射ＥＵＶ照射の重心を照射される光電子又は光電流から決定するよう
に較正できる。
【００４３】
　使用可能な開口絞り及びセンサ装置の設置スペース、即ち大きさには限度があるため、
観察する光源に十分に近接させて配置する必要がある。このため、Ｚ２に対するＺ１の比
率は、十分に小さくする必要がある。しかしながら、光源に近づけることは、プラズマ生
成で生じるデブリ（ｄｅｂｒｉｓ）による汚染のリスクがある。このため、好ましい測定
は、開口絞り及びセンサ装置の前方又は後方に粒子フィルタ２．４を配置して行う。更に
好ましい特徴として、検査するＥＵＶ光源の照射を有効利用する範囲の波長にほぼ制限す
るスペクトルフィルタ要素２．２を、開口部開口２．１の前方又は後方の光路に配置する
。これによって、特に、赤外線、可視光、ＥＵＶの範囲の照射を抑制することができる。
これを実行するためには、例えば、ジルコニウムを含むホイル（ｆｏｉｌ）フィルタを用
いることができる。後者は、同時に粒子フィルタとしても機能する。更なる可能性として
、図１０に示すように、電磁力を用いて、例えば、一以上の組の磁極４８を開口絞りの開
口の後方に配置して、荷電粒子を偏向させることができる。追加的に、或いは代替として
、多層鏡、又はスペクトル格子フィルタを開口絞り及びセンサ装置の付加的な較正として
組み込むことができる。
【００４４】
　図１０に、ＥＵＶ光源３の位置を測定する開口絞り及びセンサ装置を極めて単純に示す
。開口絞りの開口２．１を囲繞する領域は、照射が入射するため、強い熱の流入４０に曝
される。開口絞り及びセンサ装置の有利な構成では、この囲繞部はその背面に冷却部５０
を備え、例えば、ペルチェ素子、又は冷却液部などを用いて熱を導き逃がすようになって
いる。センサ要素の後部に冷却器を配設しているため、照明システムに付加的な掩蔽効果
は発生しない。更に、前置増幅部５２をＥＵＶセンサ４４に可能な限り近接して、冷却部
を設けて有利に配置することができる。信号評価電子装置５４の残りの部分は開口絞り及
びセンサ装置の外部に配置することができる。
【００４５】
　図５に、第１の開口絞り及びセンサ装置１．１を入れ子型集光器の光軸に沿って配置し
、第２の開口絞り及びセンサ装置１．２をＥＵＶ光源の基準位置を観測するように、光軸
に対して角度βとなるように、又は図面のｘ／ｙ平面に配置した、開口絞り及びセンサ装
置の対応する構成部を示す。その向きに従って開口絞り及びセンサ装置１．２は局所座標
系ｇ－ｈ－ｋを画定する。図５に、ｇ軸とｋ軸を示しているが、ｈ軸は図面の面にはない
。ＥＵＶ光源が基準位置からｘ－ｙ－ｚ座標系において水平方向にΔｘ、垂直方向にΔｚ
変位した位置３．１にあるとした場合、開口絞り及びセンサ装置の像の変位成分Δｇ、Δ
ｈ、ｋは以下のようにして得られる。
　　　　　　　Δｇ＝Δｘ　ｃｏｓ（β）＋Δｚ　ｓｉｎ（β）
　　　　　　　Δｈ＝Δｙ
　　　　　　　Δｋ＝Δｘ　ｓｉｎ（β）＋Δｚ　ｃｏｓ（β）
【００４６】
　代替として、二つの開口絞り及びセンサ装置を、光軸に対して角度をもって配置するか
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、或いは、更なる開口絞り及びセンサ装置を、ＥＵＶ光源の位置をモニタするために追加
することもできる。
【００４７】
　測定の推定値を得るため、軸方向の位置の不確定さΔｚａについては、光軸に沿って方
向付けられた開口絞り及びセンサ装置１と、光軸に対して角度βで横方向に方向付けられ
た第２の開口絞り及びセンサ装置の組み合わせを考察する。図８に示すように、二つの開
口絞り及びセンサ装置に対する、図面で破線で記した水平方向の測定の不確定さΔｘａ１

とΔｘａ２は相互に交差する。これから、軸方向の位置の測定の不正確さΔｚａは以下の
ように算出できることがわかる。
【００４８】
【数１】

　ここで、角度βは１０°であり、二つの開口絞り及びセンサ装置の水平方向の測定不確
定さが等しく、Δｘａ１＝Δｘａ２＝０．５８ｍｍであるとすると、これらの数値から、
軸方向の位置の測定不確定さΔｚａ＝６．６３ｍｍが得られる。予想した通り、角度βが
小さいと、位置測定の軸方向の不確定さは水平方向の不確定さより大幅に悪化する。上述
の値は、あくまでも一例に過ぎず、限定するものと解すべきではない。
【００４９】
　図６に、開口絞り及びセンサ装置を集光器光学素子の後方に配置、又は集光器光学素子
に続けて配置する代替の構成を示す。ここで、「集光器光学素子の後方に配置」とは、開
口絞り及びセンサ装置１．１を集光器鏡システムの開口を介してＥＵＶ光源を観察するよ
うに配置することを意味する。有利な実施の形態では、これらの通過開口は、開口絞りの
開口として設計されている。開口絞り及びセンサ装置は、この場合、この開口絞りの開口
に直接配置するか、或いは、開口絞りの開口と一体の装置を構成するように設計する。こ
のような設計構成は、集光シェル５．１と連結しているため、散乱光の損失を最小化して
、開口絞り及びセンサ装置を個別に調整する必要がないという利点がある。
【００５０】
　しかしながら、集光シェル５．１もまた、その位置及び長さが、熱の効果による変化を
受けやすいということに注意すべきである。本発明の一つの可能な実施の形態では、焦点
の変位を生じる集光シェル５．１の位置変化は、例えば、干渉計などの追加の測定システ
ムによって測定する。代替の実施の形態では、同様にこの機能を、反射シェル５．１で少
なくとも一回反射した光線と一直線上に位置する開口絞り及びセンサ装置１．２によって
実行する。この開口絞り及びセンサ装置１．２の像の基準位置からの偏差は、ＥＵＶ光源
の動きと集光シェル５．１の幾何学的な変化の両方に関する情報を含む。ここで、ＥＵＶ
光線を直接観察する開口絞り及びセンサ装置と、集光シェル５．１で少なくとも一回反射
させる種類の開口絞り及びセンサ装置を使用する場合、これらの二つの異なる情報を分け
ることができる。
【００５１】
　代替として、或いは付加的に、ＥＵＶ光源の中間像７を観察する更なる開口絞り及びセ
ンサ装置を用いることができる。図７に示すように、このために未使用の部分光束を使用
し、開口絞り及びセンサ装置を、中間像の空間的な動きを捕捉できるように配設する。Ｅ
ＵＶ光線の光源点の基準位置からの変位Δｘ、Δｙ、Δｚとして、中間像７で光線の角度
αの周縁光線について、中間焦点７の変位成分Δｘ’、Δｙ’、Δｚ’の共役値を以下の
ようにして得る。
　　　　　　　ｓｉｎ（α’）＝ｓｉｎ（α）／β，
　　　　　　　Δｘ’＝Δｘ＊β，
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　　　　　　　Δｙ’＝Δｙ＊β，
　　　　　　　Δｚ’＝Δｚ＊β２

　中間像のこれらの偏差は、中間像の基準点に対する、それらの方向性に従って、開口絞
り及びセンサ装置の対応する座標系の偏差に変換する。
【００５２】
　更に、二以上の中間像に開口絞り及びセンサ装置を配置し、開口絞り及びセンサ装置の
一つの装置を用いて、少なくとも一つの開口絞り及びセンサ装置が中間像の一つを観察し
、少なくとも一つの開口絞り及びセンサ装置がＥＵＶ光源を直接観察するようにしてもよ
い。
【００５３】
　本発明者は、更に、光源から照射された光の測定に、照明システムの一以上の反射光学
部材の鏡面をセンサ要素として使用できることも発見した。この考えに基づいて、鏡面の
上に電極を配置することによって、発生する光電子が、局所的な照明強度に依存すること
を結論付けることができる。鏡面に当たる照明のプロファイルから光線の位置を測定し、
これに基づいて調整を行うことができるので、測定に使用する部品が光路に突出して掩蔽
部が発生するという問題が生じない。更に、光電子全体の流れを測定することによって、
照射強度を決定することができる。
【００５４】
　図１２に、鏡面３８から生じる光電子を測定する電極３６の可能な構成を示す。ここで
、陽極環３４は４つの独立した環状部位に細分割され、それぞれの電極は同一の電位であ
り、お互いに他の電極から離間し、電気的に絶縁されている。電極３６に電圧を印加して
もよいが、照射される鏡面３８と陽極環３４の間に光電効果によって電位差が生じるため
、これは光電流の測定のための絶対条件とはならない。それぞれの電極の光電流を測定し
、測定した電流Ｉ１からＩ４の比率から、光電子発生の重心を求める。測定した電流Ｉ１

からＩ４を合計すると鏡に入射する照射強度の測定値が得られる。
【００５５】
　陽極環３４の電極３６の詳細な設計については当業者には選択可能である。電極による
光路の掩蔽を回避するように設計することが好ましい。更に、陽極環３４から鏡面３８へ
の距離を、数センチ以下に変更できることが好ましい。陽極環３４を鏡の上部の長方形領
域を覆う４つの電極３６に細分割する代わりに、陽極環３４を三角形の形状の３つの電極
で構成してもよい。更に、単純な構成では、陽極環３４の代わりに、二つの電極３６のみ
を用いて、鏡の一方向の強度プロファイルを測定してもよい。更なる実施の形態では、陽
極環３４を５つ以上の電極３６で形成して、陽極環３４の形状が円形に近くなるようにし
てもよい。更に、これによって形状を、鏡の被照射面の外側輪郭に合わせることができる
。更なる実施の形態では、単一の陽極環３４の代わりに複数の陽極環を用いて、光電流を
受ける。陽極環を、例えば、同心円状に、或いは、鏡面３８からの距離が異なるように配
置してもよい。このようにして、光電子の起点をより高い空間解像度で測定できる。
【００５６】
　上述のセンサ要素を用いて、鏡に入射する照明のプロファイルを検査することによって
、ＥＵＶ光源の光源点について結論付けることができる。このためには、単一のセンサ要
素を用いるか、或いは、複数の鏡を有する場合は、複数のセンサ要素のシステムを用いて
もよい。
【００５７】
　代替の実施の形態のセンサ要素では、光電流を光路に配設したファセット鏡部２９．１
の個々のファセットで測定する。図１３に示すように、光電流を測定するために選択する
ファセット３９．２は各々相互に、更に残りのファセットからも電気的に絶縁されており
、電流計５２を備えている。個々の光電流を比較し合うことによって、ファセット鏡部２
９．１を照射する照明の強度の空間的な分布について相対的な情報（ｓｔａｔｅｍｅｎｔ
）を生成することができる。このため、測定において十分に高い精度の空間解像度を得る
ためには、できるだけ多くのファセットに光電流測定装置を設けることが好ましい。しか
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しながら、実際には、光電流の測定部と電気的に接続していないファセット素子３９．１
があってもよい。具体的には、これは、かかる接続を有さない素子をファセット鏡部の構
造的な順位で配設することによって可能である。光電流測定の較正を公知の照射強度で実
行する場合、空間的に区分した照射強度の絶対値のプロファイルを測定し、これを用いて
、例えば、ＥＵＶ光源のモニタリング、及びファセット鏡部又は先行する鏡の汚染の度合
いをモニタリングするための、最適化調整を行うことができる。
【００５８】
　本発明の更なる有利な実施の形態では、一以上のセンサ要素を、光源又はその中間像の
一つを測定するための一以上の開口絞り及びセンサ装置と組み合わせて使用する。
【００５９】
　図１１に、一体の装置として設計した二つの開口絞り及びセンサ装置１．１、１．２を
示す。この装置は小型で、物体距離が短くても占有する立体角空間が少ないため、最小開
口を下回る集光器に有利に配設することができる。開口絞り及びセンサ装置１．１、１．
２に照射する結像光束が通過する二つのピンホールを識別できるように参照記号を付して
いる。図８に、それぞれの光束の重心光線を示す。開口絞り及びセンサ装置は各々、結像
光束を反射して、二つの開口絞り及びセンサ装置１．１、１．２がほぼ隣接する（ｂｏｒ
ｄｅｒ　ｏｎ　ｅａｃｈ　ｏｔｈｅｒ）ような場合には、省スペースで光をＥＵＶ位置セ
ンサ２．３に再び導く、少なくとも一つの反射光学部材１７を有する。
【００６０】
　一以上の開口絞り及びセンサ装置によって、ＥＵＶ照明システムのＥＵＶ光源３又はＥ
ＵＶ光源３の中間像７の光源点及び光源パワーを測定する本発明の測定方法を、ＥＵＶ光
源３の光源点、或いは集光器光学部又はその部分、又はシステムの後方に続く更なる光学
部材の位置を制御、調整又は調節するために用いる。付加的に、或いは代替として、少な
くとも一つの鏡で光電子の生成を位置関数として検出するセンサ要素を用いる。これによ
って、特に、ＥＵＶ照明システムの動作時に、サーボ調整位置制御によって、ＥＵＶ光源
の中間像を基準位置の周囲の所定の領域の範囲に保つことができる。更なる実施の形態で
は、ＥＵＶ光源３の光源パワーを動作時に適合させる。
【００６１】
　本発明の範囲は、更に、照明システムが少なくとも一つの開口絞り及びセンサ装置を有
する本発明の測定システムを備えた、マイクロリソグラフィー用途の投影露光装置の開示
も含む。この種の投影露光装置によるマイクロ電子部品、特に、半導体チップの製造方法
も開示する。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】ＥＵＶ光源とその中間像を観察することによって、ＥＵＶ光源のその基準位置か
らの水平方向及び垂直方向の偏差と集光器光学素子の焦点距離の変化を検出する二つの開
口絞り及びセンサ装置を示す図である。
【図２】ＥＵＶ光源とその中間像をモニタする開口絞り及びセンサ装置を備えたＥＵＶ投
影露光装置を示す図である。
【図３】入れ子型集光器の光軸に沿った開口絞り及びセンサ装置の配置を示す図である。
【図４】開口絞り及びセンサ装置の設計構造と異なる光源点位置から投影された像を示す
図である。
【図５】入れ子型集光器の未使用の中央空間の内部に配置した二つの開口絞り及びセンサ
装置による同一のＥＵＶ光源の観察を示す図である。
【図６】集光シェルの後方に続く、開口絞り及びセンサ装置の配置を示す図である。
【図７】二つの開口絞り及びセンサ装置によるＥＵＶ光源の中間像のモニタを示す図であ
る。
【図８】二つの開口絞り及びセンサ装置が交差する場合の位置測定の軸方向の位置の測定
の不確定さを推定する方法を示す図である。
【図９】四分円検出器として機能するＥＵＶ位置センサを示す図である。



(14) JP 5236478 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

【図１０】開口絞り及びセンサ装置の設計構造を示す図である。
【図１１】二つの開口絞り及びセンサ装置を一体として構成した装置と、該装置の集光器
の最小開口を下回る未使用のスペースの内部への配置を示す図である。
【図１２】反射光学部材上で空間解像度をもって光電流を測定するセンサ要素を示す図で
ある。
【図１３】図１２のセンサ要素の代替の実施の形態を示す図である。
【符号の説明】
【００６３】
１，１．１，１．２，１．３開口絞り及びセンサ装置
２．１　開口部開口
２．２　スペクトルフィルタ要素
２．３　位置検出器
２．４　粒子フィルタ
３　　　ＥＵＶ光源
３．１，３．２　基準位置の外側のＥＵＶ光源の位置
４　ＥＵＶ光源の像
５　集光器
５．１　集光シェル
５．２　集光シェルの通過開口
６　最小開口数
７　中間像
７．１，７．２　第１及び第２の中間像
９．１，９．２　開口絞り
１１　光軸
１２　多層鏡
１３　基準光線　
１５　結像光線
１７　反射光学部材
１９　スペクトル格子フィルタ
２２　フィールド面
２６　投影対物光学系
２８　像面
２９．１，２９．２　ファセット鏡部
３０．１，３０．２　結像鏡部
３２　フィールド形成斜入射鏡
３４　陽極環
３６　陽極環の電極
３８　鏡面
３９．１，３９．２　ファセット鏡部の鏡ファセット
４０　熱流入
４２　熱流出
４４　四分円検出器
４８　磁極の組み
５０　冷却器
５２　前置増幅部
５３　電流計
５４　信号評価電子装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ　四分円センサのセンサフィールド
Ｚ１　物体距離
Ｚ２　開口絞り及びセンサ装置の設計上の長さ
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β　　光軸に対する角度
Δｘａ，Δｘａ１，Δｘａ２　水平位置の測定不確定さ
Δｘｑ　光源寸法
Δｘｉ　開口絞りの開口幅
Δｘｄ　ＥＵＶ位置センサの解像度
Δｚａ　軸方向の位置の測定不確定さ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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